
 

1 

第９４回行田市都市計画審議会議事説明資料 

 

議第 1号 行田都市計画区域の変更について 

１.変更理由 

 （１）令和５年１０月１日付けで、本市と熊谷市との行政界が変更されたこ

とに伴い、行政区域に合わせて、都市計画区域を変更するため 

 （２）令和８年２月１日（予定）付けで、本市と鴻巣市との行政界が変更さ

れることに伴い、行政区域に合わせて、都市計画区域を変更するため 

 

２．行政界変更の内容について 

①行田市と熊谷市との行政界変更について 

⑴ 事 業 名 県営土地改良事業（池上地区） 

⑵ 事業主体 池上土地改良区 

⑶ 事業期間 平成２９年度～令和６年度 

⑷ 事業面積 ６８．７ヘクタール 

⑸ 経  緯 平成２９年１２月 池上土地改良区設立 

平成２９年度～令和５年度 圃場整備等 

令和５年１０月１日 行政界変更 

令和６年度 換地処分 

⑹ 編入面積 

編入区分 編入する面積 増減 編入後の面積 

行田市 ２８，４６９．６７㎡ ±０ ６７．４９㎢ 

熊谷市 ２８，４６９．６７㎡ ±０ １５９．８２㎢ 

②行田市と鴻巣市との行政界変更の経緯 

⑴ 事 業 名 県営土地改良事業（鴻巣・行田地区） 

⑵ 事業主体 鴻巣行田土地改良区 

⑶ 事業期間 平成２８年度～令和９年度（予定） 

⑷ 事業面積 ８９．２ヘクタール 

⑸ 経  緯 平成２８年１０月 鴻巣行田土地改良区設立 

平成３０年度～令和８年度 圃場整備等 

令和８年２月１日 行政界変更（予定） 

令和９年８月 換地処分（予定） 

⑹ 編入面積 

編入区分 編入する面積 増減 編入後の面積 

行田市 １６，５３５．４４㎡ ±０ ６７．４９㎢ 

鴻巣市 １６，５３５．４４㎡ ±０ ６７．４４㎢ 

 

３．変更する区域 

別添資料２のとおり 

資料 １ 
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議第２号 都市計画法第３４条第１１号に基づく区域の変更について 

１．変更理由 

 都市計画区域の変更に伴い、法第３４条第１１号による条例区域の見直しを

おこなうため 

２．変更する区域 

 熊谷市へ編入する区域 廃止 

行田市へ編入する区域 指定しない（農業投資がされたため） 

３．今後の予定 

  令和８年２月１日施行予定（鴻巣市との行政区域変更と同一とする） 

４．法第３４条第１１号区域の概要 

 

 

（参考）行田市開発許可等の基準に関する条例第３条 

 法第３４条第１１号の規定により指定する土地の区域は、次に掲げる基準に

基づき、市長が指定する土地の区域とする。 

３ 市長は、第１項の規定により指定した土地の区域を変更し、又は廃止しよ

うとするときは、あらかじめ行田市都市計画審議会の意見を聴かなければなら

ない。 
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議第３号 行田市景観計画（案）について 

１. 理由 

 景観法第９条第２項の規定に基づき、意見を聴くもの 

２．今後の予定 

令和７年 ５月 １日 景観行政団体へ移行、景観条例及び規則の施行 

令和７年１０月２９日 パブリックコメント（１２月３日まで） 

令和７年１２月１７日 都市計画審議会への意見聴取 

令和８年 １月１６日 景観審議会への意見聴取 

令和８年 ４月 １日 景観計画告示（予定） 

令和８年１０月 １日 景観計画施行（予定） 

３. パブリックコメントの結果 

 意見 ０件 

４. 行田市景観計画（案）の内容 

 別添資料３のとおり 

 

 （参考）景観法第９条第２項 

  景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、都市計画区域又は準

都市計画区域に係る部分について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会（市

町村である景観行政団体に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当

該市町村都市計画審議会）の意見を聴かなければならない。 

 


